
 

（仮称）小平市こども計画の位置付けについて 

 

 本市の上位計画である「小平市第四次長期総合計画」をはじめとして、「小平市教育振興基本

計画」、「小平市地域保健福祉計画」、「小平市障がい者福祉計画」「小平アクティブプラン２１」

などの関連する計画との整合を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

都道府県こども計画 

東京都：独自の少子化対策 

     こども未来アクション 

 

国：こども大綱 

少子化社会対策大綱 子供・若者育成支援推進大綱 子供の貧困対策に関する大綱 

（仮称）小平市こども計画 

勘案 

勘案 

勘案 

小平市子ども・若者計画 （平成３０年度から令和９年度 １０か年）を前倒しで見直し 

①小平市の子ども・若者施策 

（子ども・若者育成支援推進法、子供・若者育成支援推進大綱を根拠） 

） 

②小平市の貧困対策 

（子どもの貧困対策の推進に関する法律、子供の貧困対策に関する大綱を勘案） 

子ども・子育て支援事業計画       

 【第二期（令和 2年度から令和 6年度）】 【第三期（令和 7年度から令和 11年度）】 

                    

 

 

 

③小平市の子ども・子育て支援事業（子ども・子育て支援法を根拠） 

④次世代育成支援対策推進法に規定する市町村行動計画に一部を位置づけ 

子ども・子育て支援事業計画 

 

資 料 ５ 



 

こども基本法第１０条 

第２項 市町村は、こども大綱(都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び都

道府県こども計画)を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画(以下この条にお

いて「市町村こども計画」という。)を定めるよう努めるものとする。 

第５項 市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第二項に規定する市町村子ど

も・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第二項に規定する市町村計画その他

法令の規定により市町村が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体の

ものとして作成することができる。 

 

 

 

〇子ども・子育て支援事業計画との関係 

 

 

 小平市子ども・若者計画を前倒しで見直すとともに、（仮称）小平市こども計画を策定しま

す。 

小平市子ども・子育て支援事業計画（第三期：令和７年度から令和１１年度まで、第四期：

令和１２年度から令和１６年度まで、それぞれ５か年計画）の期間終了に合わせ、次々期（仮

称）小平市こども計画策定時には２つの計画を統合します。 
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